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導入と維持管理の支援

新しいIFRSの基準が公表されてから発
効するまでの間、国際会計基準審議会（審議
会）は、新しい基準の指針および要件の理解
を深めるため、ステークホルダーを支援しま
す。  審議会はその活動を通して、各ステーク
ホルダーが経験を重ねながら新しい基準を
理解していく上で、その理解が広く一致する
ように促し、ひいては一貫性のある適用を
支援します。  たとえば、審議会は新しい基準
の導入支援のために、移行リソースグループ

（TRG）を設立することがあります。  審議会
は、主にIFRS解釈指針委員会（委員会）の活動
を通して、既に効力のある基準の適用も支援
しています。 

基準の導入と適用を支援するための
審議会の活動の多くが、ウェビナー、解説記
事、TRG会議の要約、委員会のアジェンダ決定
の情報など、支援資料の作成にあります。 

その過程では、新しい基準または修正された
基準の導入に関するステークホルダーから
の質問への対処および意見交換を行い、審
議会が取り組む必要のある導入上の問題を
確認します。  

審議会の活動は、基準公開後も継続して
行われます。  審議会は、基準の導入およ
びその維持管理も支援します。

IFRS解釈指針委員会
委員会は、審議会と共に基準の適用を支援
します。  

委員会のプロジェクトは例外なく、基準
に関する質問から始まります。  その過程は次
のようになることを目的しています。

• ステークホルダーなら誰でも質問を提示す
ることが可能であり、  

• 公開され透明性があること。言い換えれば、
提出された質問は必ず意見交換会で検討
されます。 

その後、委員会は質問に対処するために基
準設定が必要かどうか、または別の取り組み
が必要かどうかを決定します。  

基準の導入と適用を支援する上での審
議会の課題はバランスを保つことです。  

審議会は、他者による適切な判断を妨げた
り、新基準の導入に必要以上の混乱をもた
らすことなく、質問に回答して、必要であれば
基準設定に取り組むことによって援助を提供
し、迅速に対応したいと考えています。　
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アジェンダ決定

 委員会は基準設定の推奨を見送ること
があります。  その場合、基準設定について委
員会が次のように判断したことが理由になり
ます。

• 不要である - これは通常、委員会の見解で
は、企業が会計判断を行う上で、IFRS基準お
よびIFRIC® 解釈指針が十分な情報を提供
しているため、または、会計に関するまん延
した問題がないため。もしくは 、

• 役に立たない - たとえば、新しい要件また
は修正された要件を導入することによっ
て、特定の種類の取引に関してある企業を
支援できたとしても、他の企業に対しては
多少異なる種類の取引に関して疑問を提
起することになりかねない。

基準設定を推奨しなかった理由を説明する
ために、委員会はアジェンダ決定を公表しま
す。  アジェンダ決定は適正手続きに従うもの
とします。  決定に関して60日間コメントを受
け付けており、委員会は最終決定の前に各コ
メントを検討します。  

アジェンダ決定には、企業がIFRS基準を適用
する上で有用な情報が含まれていることがよ
くあります。  提出された質問に対して、基準
の中で該当する指針や要件をどのように適
用すればよいのかを説明をすることによって
役立つ情報を提供しています。

狭い範囲の基準設定

 いくつかの質問から、通常の適正手続
きに準じた狭い範囲の基準が設定されま
す。  委員会では次のように決めることがあり
ます。

• IFRICの基準の解釈指針を作成する。基準
そのものを変更するのではなく、これを基
準に要件を加える。または、 

• 基準に対する狭い範囲の修正を推奨する。  

リサーチ

審議会は通常、次の内容に対する
十分な証拠を収集して初めて、基準設定
プロジェクトを開始します。 

• 会計に関する問題が存在する 。

• 問題の影響が、基準設定を妥当である
と考えるのに十分な数の企業に及ん
でいる。および 

• 実行可能な解決策を見出すことがで
きる。

新しい基準の使用開始から数年後、審議
会は適用後レビューを実施して、その基
準が目標を達成しているかどうかを確認
します。  

下記リンクをご覧ください：

go.ifrs.org/research

基準の設定

 審議会が基準の改正や新しい基準
案の公表を提案することに決定した場
合、審議会はリサーチと公開の協議（コ
ンサルテーション）を通して特定された
問題を解決するために、あらゆるリサー
チの内容を吟味して新しい要件を提案
します。  

基準の改正案や新しい基準案は、パブリ
ックコンサルテーション用の公開草案に
公開されます。  審議会は、修正または基
準を公表する前に、フィードバックを分
析して提案の微調整を行います。  

下記リンクをご覧ください：

Visit: go.ifrs.org/projects

http://go.ifrs.org/research
http://go.ifrs.org/projects
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